
考資料 5

事 務 連 絡

平成 21年 8月 28日

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について

平成 21年第 33週の感染症発生動向調査 (8月 21日 公表)によれば、イ

ンフルエンザ定点当たりの報告数が 1,69と なっており、流行開始の目安と

している1.00を 上回 りましたので、インフルエンザ流行シーズンに入つた

と考えられ、新型インフルエンザ患者数が急速に増加することが懸念されます。

このため、各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、「新型インフル

ェンザの流行シナリオ」傷1添 1)を参考に、下記の手順に従い重症者の発生数

等について確認の上、入院診療を行う医療機関の病床数等について確認及び報

告をいただくとともに、受入医療機関の確保や重症患者の受入調整機能の確保

等、地域の実情に応じて必要な医療提供体制の確保対策等を講じていただくよ

うお願いします。             
‐

なお、上記シナリオは、医療体制を確保するための参考として示す仮定のも

のであり、実際の流行を予測するものではないことを申し添えます。

記

1.各都道府県においては、自都道府県における新型インフルエンザ患者や重

症者の発生数等について、「新型インフルエンザの流行シナリオ」偶り添 1)、

過去の季節性インフルエンザの流行状況等をもとに検討をお願いします。ま

た、感染症発生動向調査のインフルエンザ定点当たりの報告数を注視すると

ともに、都道府県内のインアルエンザの流行状況や対策等について医療機関

等への情報提供をお願いします。

2.各都道府県においては、新型インフルエンザ患者数が急速に増加した場合



に、重症者の受入調整等が行えるよう、次の (1)～ (4)の状況について、

確認及び報告をお願いします。

(1)外来医療体制の状況 (別添 2-1)
(2)入院診療を行う医療機関の病床数及び稼働状況 (別添 2-2)

(3)人工呼吸器保有台数、稼働状況 傷1添 2-3)
(4)透析患者、小児、妊婦等の重症者の搬送・受入体制の確保状況 (別添 2

.  -4)              .

3.各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、新型インフルエンザ患

者数が急速に増加した場合にも対応できる医療提供体制の確保のため、「新型

インフルエンナに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について」傷J添

3)を参考に、地域の実情を踏まえて必要な対応策について検討をお願いし

ます。

【照会先I           .
厚生労働省

新型インフルエンザ対策推進本部事務局

医療班 FAX・ 03-3506-7332
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別添 1

平成 21年 8月 28日

新型インフルエンザ (A/Hl‖1)の流行シナリオ

1.はじめに

本シデリオは、各都道府県において、今後の対策を検討するにあたり県内の流行状況や

年齢構成等の地域性を十分に踏まえて医療体制の整備を行う際の参考にしていただくため、

現時点での情報に基づいて示すものである。

なお、流行の拡大は、ウイルスの感染性、地域における接触状況、ヒトの免疫保有状況、

気候等によつて大きく左右されるものであるため、今後、本シナリオについては新たな知

見をもとに随時更新されることがある。

2.流行シナリオ

本シナリオでは、発症率、入院率、重症化率の3つの変数を決定し、流行動態を数理モ

デルにより推計した。発症率、入院率、重症化率については、対策を推進するうえで基準

となる中位推計を示すとともに、地域性による幅を加味した高位推計を併記する。これら

り、実際の流行予測を行ったものではない。_と くに、病原性の変化や薬剤耐性の出現など、

ウイルスの特性が変化した場合には、さらに高値を示す可能性があることに注意が必要で

ある。以下、 3変数の考え方にっいて、通常のインフルエンザや新型インフルエンザにつ

いてのこれまでの知見を参考としながら説明する。                ・

なお、総務省統計局の推計による平成 19年各歳人口の概算値は、0-5歳が658.5万人、

6-15歳が 1192.1万人、16-64歳が8180.2万人、高齢者 2746.5万人であり、以下の分析で

はこれらの値を利用した。      ・

(1)発症率

全人口のうち新型インフルエンザに感染し、かつ発症する確率.通常のインフルエンザ

の 2倍程度が発症するものとし、国民全体の 20%が発症するとした (参考 1)。 また、最大

では 30%が発症するとしたが、都市部ではさらに発症率が高くなる可能性がある。なお、

きわめて軽症で軽快したり、・ほとんど症状を認めない感染者もいると考えられ、
・アジアイ

ンフルエンザや香港インフルエンザと同様に血清学的な感染率は、50%程度にまで高まる

可能性がある.
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(2)入院率

新型インフルエンザを発症した者のうち、入院を要する状態となる患者の比率。国内に

おける6月 20日 から7月 24・日までの全数調査 4220人 のうち 53人が入院の適応と診断さ

れていた (入院措置を除く)こ とから 1_5%程度とする。基礎疾患を有する者等への感染が

広がる場合には、さらに上昇する可能性がある.

なお、7月 29日 から8月 18日 までの入院患者数 320人のうち、6歳未満が64人 (20.0%)、

6歳以上 16歳未満が 152人 (47.5%)を 占めており、通常のインフルエンザどは異なリガヽ

児入院患者が多いことに留意する必要がある。  ・

(3)重症化率

新型インフルエンザを発症した者のうち、重症化する患者の比率。7月 29日 から8月 18

日までの入院サーベイランス 320人のうち 18人がインフルエンザ脳症 (5人)も しくは人

工呼吸器管理が必要 (15人)であつたが、感染が高齢者にまで広がると、重症化する者の

割合が大きくなると考えられることから 0.15%程度とする。基礎疾患を有する者等への感

染がより広がる場合には、さらに上昇する可能性がある。また、通常のインフルエンザで

は年間 100～ 300人の小児がインフルエンザ脳症にかかると推計されているが、新型インフ

ルエンザにおいても脳症の事例を認めており、小児、特に幼児への感染が拡大した場合に

は、インフルエンザ脳症が増カロする可能性がある。

(4)流行動態

感染症の数理モデル (ケルマック・マッケンドリック型)等を参考とし、図 1の ように

新型インフルエンザの流行動態を想定した。さらに、 1人あたりが約 5日 間入院するもの

と仮定したところ、最大時点における年齢群別の入院患者数は表 2のように推計された。

自治体において活用しやすいように人口 10万人あたりの入院患者数を表3に示している。

なお、最近 5年のインフルエンザ定点調査によると、定点観測値の全国平均が 1.00を越え

る期間 (流行シーズン)は平均で 17週間下あつた。また、定点観測値が 1.00を超えると、

その後、平均 8週で流行のピークを迎えていた (参考 2)。      
・

3.都道府県において試諄を行うHO日童点

実際の新型インフルエンザ流行については、年齢構成や人口密度などの地域による差異

が影響するものと考えられる。よつて、各都道府県等においては、地域の特性を把握する

とともに、地域における過去のインフルエンザの流行動態を検討したうえで、本シナリオ

を参考として対策を推進する必要がある。



・
表 1 発症率、入院率、重症化率の推計

表2 最大時点における入院患者数 (全国)の推計

表3 最大時点における入院患者数 (10万人対)の推計

小児  (6-15歳 )

成年 (16-64歳 )

11,100人高齢者 (65歳以上)

小児 (6-15歳 )

成年 (16-64歳 )

高齢者 (65歳以上)



図1 流行動態の想定 (発症率 20%)
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※ この流行動態は新型インフルエンザについてのみ推計したものであり、さらに

通常のインフルエンザの流行が重なることに留意する必要がある。
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(参考 1)最 近 5年の通常のインフルエンザの推計患者数

(参考 2)最 近 5年の通常のインフルエンザの 1定点あたり報告数
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           別 添 2-1

・  新型インフルエンザに係る外来診療体制に関する調査

各都道府県においては、平成 21年 6月 19日 の医療の確保、検疫、学校・保

育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (改定版)により、外来診療に

ついては、発熱外来を行つている医療機関のみならず、季節性インフルエンザ

と同様に一般医療機関においても診療を行 うこと等の対応について各都道府県

において検討いただくようお願いしたところです。

,つ きましては、下記のとお り、貴都道府県の新型インフルエンザに係る外来

診療体制の状況についてご報告いただくようお願いします。

記

1.調査対象 都道府県

2.調査内容

貴都道府県における外来診療体制等について (別紙)

3.提出期限 平成 21年 9月 4日 (金)17時 迄に提出

4,提出方法

各都道府県より対策本部 「医療班」まで、ファックス又

はメールで提出            `
5。 提出及び照会先

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局医療班

FAX 03-3506-7332/ メールア ドレス iryOuhanOmhlw.go.jp



別紙

新型インフルエンザ 外来医療体制に関する調査 回答様式(平成21年 9月 1日現在)

都道府県名

E当部署名

E当者氏名

電辞

※特に指定のない場合は、平成21年9月 1日現在の状況で回答ください。

てヽ、貴県ではどのような対応をとっていますか.騰当燃 菫日の霧颯キ

、その他欄に群 るだけ辞しく記載してください。

1

る

2

3

4

― 平成21年 6月 19日 より、季節性インフルエンザと同様の対応(インフルエンザを診る医療機関すべてで対応)としてい

そ の

争』ン冨彙轟沼撃8奪諮烈鸞禦r笥騒漂鰐〕:製ヒ
て`感彙対策体劇等のための支援を●・Dてし嘴か.菫当

,その他欄にせ るだけ詳しく配載してください。

1 -希望のあつた医療機関に対して、外来の動線分離のための必要経費(パーうマション購入費等)の支援をしている。

2-マ スク等の個人防護具等の資材を備蓄し、必要に応じて配布せ るようにしている。

3-特 段行つていないが、今後検討したいと考えている。   ,

イ″ ルエンザ様症状の患者を診る医療機関を指定し、住民に周知している

かかりつけ医等に電話をしてから受診するよう呼びかけている

必ず発勲相談センターに電話し医療機関の紹介を受けてから受診することにわ ている

FAX 03-3506-フ 332、 Em翻
"ouhlfm‖

W・pjp

繁    増膠翻囲盟常B蹴霧駆繰さa籠露検討貰いますか。■日直五菫且2壼量
0ださい.

1 -慢性疾患患者の定期受診を減らすため、長期処方により予約を1～ 2カ月先に延長している。

2-救 急外来時間帯には、緊急以外の外来受診を控えるよう住民に啓発している。

3-か かりつけの医師により、電話診療でファクシミリ処方せんの発行が可能であること 周知している。

4-診 療所においても夜間外来を輪藩制で担当するなど、地域の外来診療体制を拡充することにしている。

5-地 域の中核病院の夜間救急外来を拡充するため、開業医師が輪番制で診療に参加することになつている。

6-医 療機関の外来だけで対応が困難な場合には、公共施設等に発熱外来を設置して運用することにしているご

7-地 域の主な医療機関の受診状況を把握して、待ち時間などの情報をもとに受診先を誘導することにしている。

4。 今後の対策を検討するに当たつて、‐
~t見

・ご要望があれば記事してく着鵠 .ヽ

ご協力ありがとうございました。下記まで送付くださいますよう、よろ

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 医療班




